
昨年末から今年にかけて、自民党の
派閥の政治資金パーティー券収入の一
部(各議員がノルマを超えて販売した
分)について、各議員が「還流(キック
バック)」又は「中抜き」により受領
し政治資金収支報告書には記載しない
という「裏金」づくりを組織的に続け
てきたことが明らかになりました。
安倍派の「裏金」は5年間で総額約6

億円、二階派は5年間で約2億円と報じ
られています。
1月31日、安倍派では派閥の政治資

金収支報告書を訂正し、77名の議員に
3年間で計4億3588万円を「還流」し
ていたと明らかにしましたが、2月6日
現在、「中抜き」の額や、他派閥の議
員の「裏金」額はまだ明らかにされて
おらず、各議員が「裏金」を何に使っ
ていたかもいまだに不明です。
自民党では1月25日に「政治刷新本

部」が中間取りまとめを公表しました
が、まだ「裏金」の事実関係も明らか
にされていないのに適切な改革案など
作れるはずがありません。まずは事実
を徹底的に調べて明らかにさせること
が必要です。

そして「裏金」を受け取っていた議
員は辞職して責任を取るべきです。
今回刑事事件で起訴された国会議員

は3000万円を超えていた3名のみでし
たが、刑事責任を問われなければ政治
責任も取らなくて良い、ということに
は全くなりません。
そもそも今の法律では、政治家にあ

るまじき行為が全て犯罪とされている
わけではない上（今回の件でも政治資
金規正法の不備が指摘されています）、
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利権政治と決別せよ
ー自民党パーティー券裏金問題ー

すべての犯罪行為が起訴されるわけで
もなく、検察官が証拠十分でしかも重
要であると認めた犯罪しか起訴されな
いからです。
「裏金は事務方が勝手にやったこと

で自分は全然知らなかった」という議
員の言い訳は常識的には通用しない話
ですが、議員から指示されたという証
言や物的証拠によって間違いなく証明
できなければ起訴しないのが「疑わし
きは罰せず」の刑事司法です。
他方、政治責任は「李下に冠を正さ

ず」であり、不祥事を疑われた政治家
は刑事事件にされなくても説明を尽く
し、常識的に納得できる説明ができな
いなら辞任して責任を取り、選挙で有
権者の審判を受けるべきです。民主主
義国家において政治家に最終的な審判
を下すのは検察官ではなく有権者です。
第二次安倍政権の頃から、刑事事件

にならなければ政治責任も取らなくて
よいという与党政治家の姿勢が目立っ
てきており、政治責任を取らせるため
には国会での追及に加えて世論の後押
しや選挙による審判も不可欠です。

今回の問題は、自民党の利権政治の
構造も改めて明らかにしました。
自民党では企業などに多額のパー

ティー券を買ってもらって「裏金」の
原資にしていました。また自民党への
企業・団体献金は年間約24億円にの
ぼっています。さらに、自民党では使
途が明らかにされない「政策活動費」
を多額に支出しており、例えば二階俊
博幹事⾧(当時)は5年間で約50億円も
の政策活動費を受領していましたがそ
の使途は不明です。



その結果、お金を出してくれる企業
などの利益を図ることが優先され、弱
い人・献金できない人は後回しにされ
る「利権政治」が⾧年続いてきました。
近年、法人税を引き下げて消費税を

引き上げていく、非正規雇用の規制を
緩和して人件費を引き下げていくと
いった政策により、大企業は儲かって
いるのに多くの人は実質所得が下がり
生活が苦しくなる一方です。自民党の
利権政治のツケを支払わされているの
は他ならぬ有権者のみなさんなのです。
立憲民主党は利権政治から決別する

ため、①政治資金収支報告書の不正が
あった場合、会計責任者（秘書など）
だけではなく、議員本人も連座する政
治資金規正法の改正、②政治資金パー
ティーの禁止、③企業団体献金の全面
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政治活動にはお金がかかる。だが現に柴田事務所の運営は党から

入ってくる少しのお金とみなさんからの寄付、そして柴田の貯金で
動いている。なにかズルいことをしようなんて思う人はこの事務所
にはいない。現職議員であればなおさら使えるお金はあるはずだし、
裏金をせっせと集める理由にはならないはずだ。
変えられるのは「選挙」なんだと思う。今年の目標はもっと良い
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廃止、④使い道が不明の「政策活動
費」の廃止などを提案しています。
これに対して自民党「政治刷新本

部」の中間取りまとめにはどれも盛り
込まれず、パーティー券収入は収支報
告書にきちんと書きましょうとか、現
金受渡ではなく振込みにしましょうと
いった些細な話ばかりで、利権政治に
踏み込む内容は何もありません。最近
話題の「派閥の解散」も本筋には関係
なく、そのような目くらましに騙され
ないようにしなければなりません。
今回の国会での「裏金」の事実解

明・責任追及と企業団体献金廃止など
の法改正、さらに次回の総選挙での政
権交代を実現し、利権政治から完全に
決別できるよう、皆様のご支援をお願
いいたします。


